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佐倉市条例第   号 

   佐倉市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 佐倉市水道事業給水条例（平成１０年佐倉市条例第２２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２８条第１号の表一般用の項中 

「 

５２０円

１，０９０円

１，９５０円

３，４５０円

５，９５０円

９，６００円

２１，４００円

３８，０００円

８３，０００円

             」を 

「 

５５７円

１，１６８円

２，０９０円

３，６９８円

６，３７８円

１０，２９１円

２２，９４０円

４０，７３６円

８８，９７６円

             」に改め、同条第２号の表１立方メートルから１

０立方メートルまでの項中「８０円」を「８８円」に改め、同表１１立方メ

ートルから２０立方メートルまでの項中「１３０円」を「１３８円」に改め

る。 



 第３３条中「納入通知書」の次に「、口座振替又は地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者による納

付の方法」を加える。 

 第３５条中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条第４号中「前３号」を

「前２号」に改め、同号を同条第３号とする。 

 第３６条第１号中「４３，０００円」を「６４，０００円」に改め、同条第

２号中「者」を「とき」に、「１７，０００円」を「２２，０００円」に改め、

同条第３号中「の再発行を受ける場合」を「を毀損し、若しくは紛失したとき、

又は当該書面の記載事項を変更するとき」に、「２，０００円」を「３，０００

円」に改め、同条第４号中「者」を「とき」に、「１万円」を「１５，０００円」

に改め、同条第５号中「者」を「とき」に、「３，０００円」を「４，５００円」

に改め、同条第６号中「者」を「とき」に改め、同号の表３０ミリメートル以

上５０ミリメートル未満の項中「５，０００円」を「７，５００円」に改め、

同表５０ミリメートル以上の項中「６，０００円」を「９，０００円」に改め、

同条第７号中「者」を「とき」に、「３５，０００円」を「５２，５００円」に

改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第３６条第４号の

改正規定は、令和６年９月３０日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の佐倉市水道事業給水条例（以下「改正後条例」という。）第２８条

第１号の表及び第２号の表の規定は、令和４年４月１日（以下「施行日」と

いう。）以後の使用に係る使用料の額について適用し、施行日前の使用に係る



使用料の額については、なお従前の例による。この場合において、施行日以

後の直近の定例日（佐倉市水道事業給水条例第２９条第１項に規定する定例

日をいい、同条第２項の規定により使用料を算定した定例日以外の日を含む。

以下同じ。）に算定する使用料の額は、改正前の佐倉市水道事業給水条例第２

８条第１号の表及び第２号の表の規定を適用して算定した使用料の額に施行

日前の直近の定例日の翌日から施行日の前日までの日数を施行日前の直近の

定例日の翌日から施行日以後の直近の定例日までの日数で除して得た数を乗

じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

と、改正後条例第２８条第１号の表及び第２号の表の規定を適用して算定し

た使用料の額に施行日から施行日以後の直近の定例日までの日数を施行日前

の直近の定例日の翌日から施行日以後の直近の定例日までの日数で除して得

た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額）とを合算した額とする。 


